
様式第1号

記入年月日 令和7年 7月 1日

記入者名 西岡　敬祐

所属・職名 施設長

１ 事業主体概要
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／

22年4月1日（当初開設日
平成10年7月4日）

／ 平成
22年2月25日/高施1724
号

大阪府

28年4月1日 4年4月1日

大阪府

28年4月1日 4年4月1日

平成

介護予防
特定施設入居者生活介護
指定日・指定の更新日（直近）

指定日 指定の更新日（直近）

令和

介護予防
特定施設入居者生活介護
介護保険事業者番号

第2772601973号 所管している自治体名

平成

令和

特定施設入居者生活介護
指定日・指定の更新日
（直近）

指定の更新日（直近）指定日

所在地

西岡　敬祐

sumai.panasonic.jp/agefree/facility_care/agefree-life/

（ふりがな）

571-0063

大阪府門真市常称寺町10番1号

介護付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合）

連絡先

有料老人ホームの類型

ホームページアドレス

主な利用交通手段 京阪電車大和田駅より約４５０ｍ（徒歩約６分）

管理者（職名／氏名）

電話番号 072-884-5531

ＦＡＸ番号

重要事項説明書

電話番号／ＦＡＸ番号

主たる事務所の所在地

（ふりがな）
名称

ぱなそにっくえいじふりーかぶしきかいしゃ

ホームページアドレス

メールアドレス

パナソニック エイジフリー株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

06-6900-9831/06-6900-9832

坂口　哲也

主な実施事業

法人番号

連絡先

5120001158234

panasonic.co.jp/ls/paf/

571-8686

有料老人ホーム設置時の老人福祉法第２９条第１項に規定する届出

エイジフリー・ライフなみはや

代表者（職名／氏名）

10年6月19日平成

（住まいの概要）

代表取締役　

※別添１（別に実施する介護サービス一覧表）

設立年月日

えいじふりー・らいふなみはや
名称

有料老人ホーム事業の概要

届出・登録の区分

072-884-6118

有料老人ホーム事業開始
日／届出受理日・登録日
（登録番号）

平成

特定施設入居者生活介護
介護保険事業者番号

メールアドレス

施設長

（特定施設入居者生活介護の指定）

所管している自治体名第2772601973号



３　建物概要

権利形態 賃借権 抵当権 なし あり

賃貸借契約の期間 令和 ～

面積 ㎡

権利形態 所有権 抵当権 なし

賃貸借契約の期間 ～

延床面積 　㎡）

竣工日 平成

耐火構造

構造

階数 4 階 （地上 4 階、地階 階）

総戸数 77 戸 77室 （　77室　　）

部屋タイプ トイレ 洗面 浴室 台所 収納 面積 室数
備考（部屋タイプ、
相部屋の定員数等）

介護居室個室 ○ ○ × × ○ ※10.3㎡ 74

※トイレ/洗面
ゾーン、
収納（家具/設備）除
く
内法床面積
（定員数1名）

介護居室相部屋（夫
婦・親族） ○ ○ × ○ ○ ※19.6㎡ 3

※トイレ/洗面室
収納（家具/設備）除
く
内法床面積
（定員数2名）

10 ヶ所

9 ヶ所

共用浴室 大浴場 3 ヶ所 ヶ所

共用浴室における
介護浴槽

機械浴 2 ヶ所 ヶ所 その他：

食堂 9 ヶ所 面積 1112.4 ㎡

機能訓練室 1 ヶ所 面積 90.9 ㎡

エレベーター 1 ヶ所

廊下 中廊下 3 ｍ 片廊下 2 ｍ

汚物処理室 ヶ所

居室 あり トイレ あり 浴室 あり 脱衣室 あり

通報先

その他

消火器 あり あり あり

スプリンクラー あり

防火管理者 あり あり 2 回

居室の
状況

共用施設

契約の自動更新

その他の場合：

その他の場合：

届出又は登録（指定）をした室数

耐火建築物

土地

2,446.0

4,856.0

共用トイレ

携帯ＰＨＳ 通報先から居室までの到着予定時間

3

建物概要

契約の自動更新

4,623.0

4年4月1日 令和34年3月31日

建物

サ高住に登録している場合、登録基準への適合性

㎡（うち有料老人ホーム部分

用途区分 有料老人ホーム

消防用
設備等

ヶ所
うち男女別の対応が可能なトイレ

うち車椅子等の対応が可能なトイレ

なしの場合
（改善予定時期）

消防計画

緊急通報装置

あり（ストレッチャー対応）

10

避難訓練の年間回数

10年5月28日

鉄筋コンクリー
ト造

自動火災報知設備 火災通報設備

入居者や家族が利
用できる調理設備

あり



４ サービスの内容

（全体の方針）

サービスの提供内容に関する特色

◆理念
私たちは　高齢者とそのご家族にこころに届く　最適な商
品・サービスを提供し
「ゆとりと笑顔のある暮らし」の実現をお手伝いすることで
社会に貢献します

◆行動指針
　私たちは
１．お客様の尊厳を大切にします
２．チームワークを大切にし
　　最適な商品・サービスを提供します
３．お客様との会話を大切にし
　　明るい雰囲気づくりに努めます
４．個性を尊重しあい
　　活発に仕事ができる環境づくりに努めます
５．新しい商品・サービスの創造に
　　日々チャレンジします

◆運営の方針
１　要介護状態のご入居者に対し、入浴、排せつ、食事等の
介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話
を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要
な援助を行う。
　また、要支援状態のご入居者に対し、入浴、排せつ、食事
等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の
世話を行うことにより、要支援状態となった場合でも、自立
した日常生活を営むことができるよう、ご入居者の心身機能
の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向
上を目指すものとする。
２　介護は、ご入居者の心身の状況に応じ、ご入居者の自立
の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行
うものとし、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して
行う。
３　事業者は、ご入居者の意思及び人格を尊重し、常にご入
居者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
４　当該ご入居者又は他のご入居者等の生命又は身体を保護
するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他ご
入居者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得
ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の
利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録する
ものとする。
５　事業の実施に当たっては、事業所の所在する市町村、協
力医療機関に加え、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス
事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と
の連携に努めるとともに、常にご入居者のご家族との連携を
図り、ご入居者とそのご家族との交流等の機会を確保するよ
う努めるものとする。
６　前５項のほか、門真市有料老人ホーム設置運営指導指
針、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅
サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め
る条例」（平成２４年大阪府条例第１１５号）、「大阪府指
定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ
ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基
準を定める条例」（平成２４年大阪府条例第１１６号）に定
める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

①少人数の「ユニットケア」、お一人おひとりの状態に合せ
た
　 「パーソナルケア」を行います。
②手厚い人員配置に加え、「ケア情報システム」を駆使し、
きめの細かな行き届いた対応で安心してお過ごし頂けます。
③看護師の24時間常駐やかかりつけ医との連携で迅速な医療
支援ニーズにお答えしています。

運営に関する方針



提供形態

自ら実施

委託

委託

自ら実施

自ら実施

委託

提供方法

　

食事の提供及び介助

入浴の提供及び介助

排泄介助

更衣介助

移動・移乗介助 あり

服薬介助 あり

日常生活動作を通じた訓練

レクリエーションを通じた訓練

器具等を使用した訓練 あり

創作活動など あり

健康管理 あり

パナソニックファシリティーズ株式会社

健康診断の定期検診
年２回実施

そ
の
他

医療法人　桜峰会　香川クリニック

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の
介助を行います。

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓
練を行います。

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた
訓練を行います。

調理、洗濯、掃除等の家事の供与

提供内容

・状況把握サービスの内容：毎日5回（午前1回、午後1回、夜
勤帯（22時～7時）３回）、居室訪問による安否確認・状況把
握（声掛け)を行う。

利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場を
提供します。

委託業者名等サービスの種類

入浴、排せつ又は食事の介護

食事の提供 株式会社 門松

機
能
訓
練

サ高住の場合、常駐する者

虐待防止
従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施
しています。

健康管理の支援（供与）

状況把握・生活相談サービス

その他運営に関する重要事項

特定施設サービス計画及び介護予
防特定施設サービス計画等の作成

※別添２（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が
提供するサービスの一覧表）

１ヵ月に１回以上、身体拘束廃止委員会を開催し、施設全体
で身体拘束等の廃止に取り組む。身体的拘束

利用者の個別的な選択によるサービス

（介護サービスの内容）

計画作成担当者は、指定特定施設入居者生活介護・指定介護予防特定施設入居者生
活介護の提供開始前に、入居者の意向や心身の状況等のアセスメント等を行い、援
助の目標に応じて具体的なサービス内容、サービス提供期間等を記載した特定施設
サービス計画・介護予防特定施設サービス計画（以下、「計画」という。）を作成
する。

常に利用者の健康状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じま
す。

日
常
生
活
上
の
世
話

施設の利用に当たっての留意事項

介助が必要な利用者に対して、トイレ誘導、排泄の介助やおむつ交換を行います。

介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。
また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。

自ら入浴が困難な利用者に対し、１週間に３回、入浴（全身浴・部分浴）の介助や
清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。

禁止行為や、お願い事項について、入居契約書第２３条（禁止又は制限される行
為）、及び管理規程に定めます

介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬の
お手伝い、服薬の確認を行います。

利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識に基づ
き、器械・器具等を使用した訓練を行います。

利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場を
提供します。



なし

個別機能訓練加算 （Ⅰ） あり

夜間看護体制加算 （Ⅰ） あり

協力医療機関連携加算
（※）

（Ⅰ） あり

看取り介護加算 （Ⅱ） あり

認知症専門ケア加算 なし

サービス提供体制強
化加算

（Ⅰ） あり

介護職員処遇改善加
算

（Ⅱ） あり

入居継続支援加算 （Ⅰ） あり

生活機能向上連携加
算

なし

なし

なし

なし

あり

あり

ＡＤＬ維持等加算 なし

あり

高齢者施設等感染対策
向上加算

（Ⅰ） あり

あり

生産性向上推進体制加
算

なし

1.5 ：　1 以上

口腔・栄養スクリーニング加算

人員配置が手厚い介護サービスの
実施

口腔衛生管理体制加算（※２）

科学的介護推進体制加算

退居時情報連携加算

新興感染症等施設療養費

特定施設入居者生活介護の加算の
対象となるサービスの体制の有無

※１　「協力医療機関連携加
　　算（Ⅰ）は、「相談・診
　　療を行う体制を常時確保
　　し、緊急時に入院を受け
　　入れる体制を確保してい
　　る場合」に該当する場合
　　を指し、「協力医療機関
　　連携加算（Ⅱ）」は「協
　　力医療機関連携加算
　　（Ⅰ）」以外に該当する
　　場合を指す。

※２　「地域密着型特定施設
　　入居者生活介護」の指定
　　を受けている場合。

若年性認知症入居者受入加算

退院・退所時連携加算

（介護・看護職員の配置率）

短期利用特定施設入居者生活介護
の提供



（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

その他の場合：

名称 医療法人光輪会 さつきクリニック（施設から 16.7 ｋｍ）

住所

診療科目

協力科目

あり

あり

名称

住所

診療科目

協力科目

あり

あり

あり

名称 医療法人光輪会 さつきクリニック（施設から 16.7 ｋｍ）

住所

名称

住所

月４回口腔ケア含む

　入所者の病状の急変時等において
　相談対応を行う体制を常時確保
　診療の求めがあった場合において
　診療を行う体制を常時確保

　入所者の病状の急変時等において
　相談対応を行う体制を常時確保

　診療の求めがあった場合において
　診療を行う体制を常時確保

デイサービス、居宅介護支援事業所、訪問介護

健康管理、健康相談

内科、糖尿内科

事業所名称
パナソニック エイジフリーケアセンターなみはや

【連携及び協力している高齢者居宅生活支援事業者の提供を行っていない場合は省略】

医療支援

高槻市宮野町17‐5　（コーポ加藤1階）

パナソニックエイジフリー株式会社
事務者名

デイサービス、居宅介護支援事業所、訪問介護

内科

ぱなそにっく　えいじふりーけあせんたーなみはや

パナソニック エイジフリーケアセンターなみはや

主たる事務所の所在地

事業所名称

大阪府門真市常称寺町10-1

（併設している高齢者居宅生活支援事業者）

新興感染症発生時に
連携する医療機関

（連携及び協力している高齢者居宅生活支援事業者）

同上

協力内容

事務者名

【併設している高齢者居宅生活支援事業者がない場合は省略】

主たる事務所の所在地

医療法人　亀寿会　亀岡内科（施設から11.3ｋｍ）

パナソニックエイジフリー株式会社

協力医療機関

協力内容

医療法人　薫歯会高槻ファミリー歯科（施設から11.6ｋｍ）

大阪府高槻市大塚町1-9-3　ｶｲﾝｽﾞﾓｰﾙ1F協力歯科医療機関

高槻市宮野町17‐5　（コーポ加藤1階）

訪問診療

ぱなそにっく　えいじふりーけあせんたーなみはや

併設内容

（医療連携の内容）※治療費は自己負担

大阪府門真市常称寺町10-1

連携内容

大阪府枚方市西禁野2丁目2-15 

同上

救急車の手配、入退院の付き添い、通院介助



その他の場合：

なし 追加費用

なし 調整後の内容

面積の増減 なし 変更の内容

便所の変更 なし 変更の内容

浴室の変更 なし 変更の内容

洗面所の変更 なし 変更の内容

台所の変更 なし 変更の内容

その他の変更 なし 変更の内容

1 ヶ月

80 人

入居後に居室を住み替える場合

その他

事業主体から解約を求める場合

留意事項

契約の解除の内容

解約条項

介護居室へ移る場合

住み替え後の居室に移行

入居時に居室変更承諾書をもらう。但し①一定の観察期間を
設ける。②医師の意見を確認する。③入居者もしくは契約者
及び身元引受人の同意を得ることを条件とする。

入居定員

あり

解約予告期間

1泊2日3食付11,000/泊（税込み）
（原則として7泊8日以内）
8泊目以降は、33,000円/泊(税込み)

90日

入居者に対してより適切な介護等を提供するために必要と判
断する場合、又は入居者自身あるいは他の入居者の身体的精
神的健康に支障があると認められた場合

入居者からの解約予告期間

体験入居

入居対象となる者

従前の居室との仕様の変更

追加的費用の有無

前払金償却の調整の有無

（入居に関する要件）

内容

入居者の行動が、他の入居者・職員の生命に
危害を及ぼすかその恐れがあり、通常の介護
方法・接遇方法では防止できない場合　等

① 入居者が死亡した場合
② 入居者、又は事業者から解約した場合

●常時介護を必要とされる概ね65歳以上で、要支援/要介護認定を受けた方
●常時医療機関において治療をする必要のない方
●自傷、他害の恐れのない方　　等

但し夫婦部屋に夫婦入居の場合１名は自立可要支援、要介護

居室利用権の取扱い

（入居後に居室を住み替える場合）　【住み替えを行っていない場合は省略】

判断基準の内容

手続の内容



６

あり

なし

あり

内容：

条件

手続き

※（要介護３で自己負担
１割の場合）26,103円

管理費に含む

0円 270,588円

備考　介護保険費用１割、２割又は３割の利用者負担（利用者の所得等に応じて負担割合が変わ
る。）※介護予防・地域密着型の場合を含む。詳細は別添３及び４のとおりです。

34,240円 135,596円

- -

サ
ー
ビ
ス
費
用

特定施設入居者生活介護※の費用 ※（要介護３で自己負担１割の場合）26,103円

介
護
保
険
外

食費 58,320円 58,320円

125,550円 0円

状況把握及び生活相談サービス費 管理費に含む

月額費用の合計 244,213円 620,607円

家賃 （入居前払い金に含まれる為）0円 130,000円

入居時点で必要な費用

前払金（家賃、介護
サービス費等）

23,253,760円 0円

居室の状況

部屋タイプ 介護居室個室 介護居室個室

床面積 10.3㎡ 10.3㎡

トイレ あり あり

台所 なし なし

収納 あり あり

洗面 あり あり

浴室 なし なし

入居者の状況
要介護度 要支援・要介護 要支援・要介護

年齢 85～89歳 概ね65歳以上

利用料金の改定
物価変動、人件費上昇等により改定することがある。

運営懇談会の意見を聴く。

（代表的な利用料金のプラン）

85～89歳Ａプラン 月払いプラン(要介護3）

年齢に応じた金額設定

要介護状態に応じた金額設定

入院等による不在時における利用料
金（月払い）の取扱い 日割り計算で減額（欠食分食費減額）

（利用料金の支払い方法）

利用料金

居住の権利形態 利用権方式

利用料金の支払い方式

選択方式

選択方式の内容
※該当する方式を全
て選択

一部前払い・一部月払い方式

月払い方式



家賃の ヶ月分

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額
（初期償却額）

※プランにより異なる。
入居時90歳以上の場合
4,537,234～5,605,817円
入居時85～89歳の場合
5,646,336～6,976,128円
入居時80～84歳の場合
7,016,400～8,583,600円
入居時75～79歳の場合
9,466,848円
入居時70～74歳の場合
9,203,880円

初期償却額

特定施設入居者生活介護※における人員配置が手厚い
場合の介護サービス（上乗せサービス）

（上掲）

※　介護予防・地域密着型の場合を含む。

（前払金の受領）　※前払金を受領していない場合は省略

想定居住期間（償却年月数）
70歳～74歳84ヶ月、75歳～79歳
72ヶ月、80歳～84歳60ヶ月、85
～89歳48ヶ月、90歳以上36ヶ月

その他のサービス利用料

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠）

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担 基本報酬、加算の利用者負担分。

償却の開始日 入居日の翌日

算定根拠

介護保険外費用

利用者の個別的な選択によるサービ
ス利用料

別添２

管理費

共用部維持管理費、事務・管理部署の事務費、入院時のお見
舞い（洗濯交換、買物等）、光熱水費（居室部）、共用部消
耗品費（トイレットペーパー類、洗剤類消耗品）、通常の理
美容、通常の洗濯・・・に要する費用

状況把握及び生活相談サービス費

光熱水費 管理費に含む

敷金
解約時の対応

前払金

算定にあたって、想定居住期間及び初期償却率については当
社グループ運営施設の全入居者の在居期間(年齢別)実績、公
的データとして（公）全国有料老人ホーム協会が運営する入
居者基金制度における要介護者データ等を使用しておおむね
50％の方が在居継続(50％の方が退去)される期間を基本に設
定しています。

食費 １日３食＋おやつを提供するための費用

（利用料金の算定根拠等）

家賃
土地賃借料、建設費、建物維持管理費等を基礎とする家賃相
当の費用



前払金の保全先
５　全国有料老人ホーム協会

要支援・要介護　２５％
（85歳以上　３０％）

返還金の算定方法

入居後３月を超えた契約終了

（入居前払い金－初期償却率）×
（契約終了日から想定居住期間満
了日までの日数）÷（入居日の翌
日から想定居住期間満了日までの
日数）

入居後３月以内の契約終了



７

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

14 人　　／ 19 人

人

男性 人 女性 人

男性 ％ 女性 ％

88 ％ 平均年齢 89.7 歳 平均介護度

人

人

人

人

人

人

人

施設側の申し出

（解約事由の例）

0

入居者側の申し出

11

その他

死亡者

3

3

1

要介護４

（入居者の属性）

１０年以上１５年未満

71

自宅等

14

入居率

６か月以上１年未満

１年以上５年未満

要介護度別

要支援２

21

５年以上１０年未満

10

5

８５歳以上

自立

8

6

要支援１

要介護２

要介護１

６か月未満

喀痰吸引の必要な人／経管栄養の必要な人

22
入居期間別

１５年以上 1

入居者数

28

9

1

生前解約の状況

男女比率

性別

（解約事由の例）

0

（前年度における退去者の状況）

3

ご家族の近隣の施設に転居

80

2.91

社会福祉施設

57

20

退去先別の人数 医療機関

入居者の状況

６５歳未満

4

要介護５

年齢別
0

要介護３

７５歳以上８５歳未満

（入居者の人数）

1

65

8

15

9

６５歳以上７５歳未満

0



５ 職員体制

常勤 非常勤

1 1 0

1 1 0

62 42 20

介護職員 53 38 15

看護職員 9 4 5

2 2 0

3 3 0

1 1 0

6 3 3

時間

あん摩マッサージ指圧師

きゅう師

02

（資格を有している機能訓練指導員の人数）

介護支援専門員

理学療法士

介護職員初任者研修修了者

合計

作業療法士 2

看護師又は准看護師

6

20 9

柔道整復師

常勤 非常勤

7 1

言語聴覚士

（職種別の職員数）

46

その他職員

介護福祉士

計画作成担当者

栄養士

職員数（実人数）

合計

29

12

事務員

9

48.96

（資格を有している介護職員の人数）

4.9

非常勤

機能訓練指導員

3

3

1

0.69

介護福祉士実務者研修修了
者

調理員

兼務している職種名及び人数

社会福祉士

生活相談員

備考
合計

管理者

常勤換算人数

1

1

57.26

2

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数

直接処遇職員

11

計画作成担当者と兼務3名

常勤

35

2 0

介護職員と兼務3名

8.3

はり師



（夜勤を行う看護・介護職員等の人数）

人 人

人 人

人 人

人 人

人

なし

あり

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

2 2 1 1

1 2 3 1

１年未満 2 1 1 0

１年以上
３年未満

3 5 3

３年以上
５年未満

1 8 4 1

５年以上
１０年未満

1 1 9 2 1

１０年以上 15 6 3

あり

資格等の名称

（記入日時点での利用者数：常勤換算職員数）

ホームの職員数

訪問介護事業所の名称
外部サービス利用型特定施設であ
る有料老人ホームの介護サービス
提供体制（外部サービス利用型特
定施設以外の場合、本欄は省略）

通所介護事業所の名称

特定施設入居者生活介護
の利用者に対する看護・
介護職員の割合
（一般型特定施設以外の
場合、本欄は省略）

1.5：1以上

介護職員

訪問看護事業所の名称

実際の配置比率
1.32

（職員の状況）

：1

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
に
応

じ
た
職
員
の
人
数

介護職員 生活相談員 機能訓練指導員

（特定施設入居者生活介護等の提供体制）

前年度１年間の
退職者数

生活相談員

1

6

契約上の職員配置比率　

3

00

0

夜勤帯の設定時間（  16:30  ～  10:00  ）

看護職員

計画作成担当者

従業者の健康診断の実施状況

看護職員

前年度１年間の
採用者数

他の職務との兼務

業務に係る
資格等

管理者

平均人数 最少時人数（宿直者・休憩者等を除く）

備考 計画作成担当者3名は介護職員が兼務



８

／

／

／

／

／

／

加入先

電話番号　/　ＦＡＸ

土日祝祭日・年末年始

加入内容

定休日

平日 9：00～17：00対応している時間

損害賠償責任保険

あり

損害賠償責任保険の加入状況

対応している時間 平日

（公）全国有料老人ホーム協会

窓口の名称（虐待の場合） 公益社団法人全国有料老人ホーム協会

その他

賠償すべき事故が発生したときの対応 事故対応マニュアルに基づき、速やかに対応します。

（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応）

窓口の名称
（サービス付き高齢者向け住宅所管庁）

電話番号　/　ＦＡＸ

定休日

定休日 土日祝祭日年末年始（12月29日～１月３日）

窓口の名称
（大阪府国民健康保険団体連合会）

平日 9：00～17：00

大阪府国民健康保険団体連合会　苦情相談窓口

土日祝祭日

平日

窓口の名称（有料老人ホーム所管庁）

9：00～17：30

対応している時間

定休日

苦情・事故等に関する体制

窓口の名称（設置者）

電話番号　/　ＦＡＸ

（利用者からの苦情・虐待に対する窓口等の状況）　

平日

パナソニック エイジフリー株式会社
ライフサポート事業部運営本部　施設運営部

06-6906-4365

9：00～17：00

06-6906-2224

対応している時間 －

－

土日祝祭日・年末年始

土曜

06－6949－5418

06-6902-6301 06-6905-3264

日曜・祝日

定休日

03-3548-1077

窓口の名称（所在市町村（保険者）） 門真市保健福祉部高齢福祉課総務グループ

電話番号　/　ＦＡＸ

土日祝祭日年末年始（12月29日～１月３日）

電話番号　/　ＦＡＸ

対応している時間

06－6902-6301 06-6905-3264

平日 9：00～17：30

門真市保健福祉部高齢福祉課総務グループ

対応している時間

定休日

電話番号　/　ＦＡＸ

事故対応及びその予防のための指針



実施日 平成

実施日 平成 22年10月27日

評価機関名称

９

財務諸表の原本 入居希望者に公開

入居希望者に公開

入居希望者に公開

運営懇談会にて開示 

入居希望者に公開

入居希望者に公開

あり

財務諸表の要旨

ありの場合 アンケート調査の実施とご意見箱設置

入居希望者への事前の情報開示

入居契約書の雛形

管理規程

事業収支計画書

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等）

全国有料老人ホーム協会サービス第３者
評価（評価：㈱川原経営総合センター）

結果の開示
あり

ありの場合

施設内設置情報開示
ファイル

結果の開示
開示の方法

開示の方法

あり

あり

第三者による評価の実施状
況

利用者アンケート調査、意
見箱等利用者の意見等を把
握する取組の状況

29年9月1日実施/ご意見箱常設



10

開催頻度 年 1 回

構成員

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

なし

高齢者虐待防止のための取組の
状況

身体的拘束の適正化等の取組の
状況

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定
状況等

定期的な研修の実施

虐待防止対策検討委員会の定期的な開催

指針の整備

定期定期な研修の実施

担当者の配置

身体的拘束等適正化検討委員会の開催

指針の整備

定期的な研修の実施

定期的な訓練の実施

定期的な業務継続計画の見直し

緊急やむを得ない場合に行う身体的拘束その他の入居者の行動を
制限する行為（身体的拘束等）を行うこと

職員に対する周知の実施

不適合の場合
の内容

緊急時等における対応方法

・入居者の名簿及びサービスの帳簿における個人情報に関する取り扱いに
ついては、個人情報の保護に関する法律及び同法に基づく「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」並び
に、大阪府個人情報保護条例及び市町村の個人情報の保護に関する定めを
遵守する。
・事業者及び職員は、サービス提供をするうえで知りえた入居者及び家族
等の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、サービス提供
契約完了後においても、上記の秘密を保持する。
・事業者は、職員の退職後も上記の秘密を保持する雇用契約とする。
・事業者は、サービス担当者会議等において入居者及び家族の個人情報を
利用する場合は、あらかじめ文書にて入居者及び家族等の同意を得る。

大阪府福祉のまちづくり条例に
定める基準の適合性

ありの場合の提携
ホーム名

提携ホームへの移行

・事故・災害及び急病・負傷が発生した場合は、入居者の家族等及び関係
機関へ迅速に連絡を行い適切に対応する。（緊急連絡体制・事故対応マ
ニュアル等に基づく）
例）
・病気、発熱（37度以上）、事故（骨折・縫合等）が発生した場合、連絡
先（入居者が指定した者：家族・後見人）及びどのレベルで連絡するのか
を確認する。
・連絡が取れない場合の連絡先及び対応についても確認する。
・関係行政庁へ報告が必要な事故報告は速やかに報告する。
・賠償すべき問題が発生した場合、速やかに対応する。

適合

門真市有料老人ホーム設置運営
指導指針「規模及び構造設備」
に合致しない事項

その他

なしの場合の代替
措置の内容

居室床面積：トイレ・洗面ゾーン、収納（家具/設備）を除いた有効面積
10.3㎡（門真市基準13㎡）

あり運営懇談会

あり

ご入居者、ご家族、施設役職員

個人情報の保護

ありの場合

合致しない事項がある場合
の内容

あり

あり
身体的拘束等を行う場合の態様及び時間、入居者
の状況並びに緊急やむを得ない場合の理由の記録

感染症に関する業務継続計画

災害に関する業務継続計画



なし

不適合事項がある場合の入
居者への説明

上記項目以外で合致しない事項

不適合事項がある場合の入
居者への説明

合致しない事項の内容

入居者及び家族等へ契約前、契約時に、不適合事項及び代替措置等につい
て説明している。（居室に面するリビングを１ユニット（９名）当り９８
㎡確保、小グループのユニットケアを実践。各階に団欒できるラウンジス
ペースも広く確保）

「８．既存建築物等の活用
の場合等の特例」への適合
性

代替措置等の内容

代替措置
等の内容

適合している



様

様

上記の重要事項の内容について、入居者、入居者代理人に説明しました。

説明年月日 年 月 日

説明者署名

氏　名

住　所

（入居者）

　　　　　別添３（介護保険自己負担額（自動計算））

　　　　　別添４（介護保険自己負担額）

　　　　　別添２（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表）

添付書類：別添１（事業主体が大阪府で実施する他の介護サービス）

（入居者代理人）

　上記の重要事項の内容、並びに医療サービス等、その他のサービス及びその提供事業者を自由に選択で
きることについて、事業者より説明を受けました。

氏　名

住　所



事業所の名称 所在地

訪問介護 あり 5ヶ所

訪問入浴介護 あり 10ヶ所

訪問看護 あり 3ヶ所

訪問リハビリテーション なし

居宅療養管理指導 なし

通所介護 あり 22ヶ所

通所リハビリテーション なし

短期入所生活介護 あり 7ヶ所

短期入所療養介護 なし

特定施設入居者生活介護 あり

エｲｼﾞﾌﾘｰ・ﾗｲﾌ星が
丘
エｲｼﾞﾌﾘｰ・ﾗｲﾌ香里
園

枚方市印田町９番６０号

寝屋川香里西之町２２番７号

福祉用具貸与 あり 6ヶ所

特定福祉用具販売 あり 6ヶ所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 なし

夜間対応型訪問介護 なし

地域密着型通所介護 あり 2ヶ所

認知症対応型通所介護 なし

小規模多機能型居宅介護 あり 19ヶ所

認知症対応型共同生活介護 なし

地域密着型特定施設入居者生活介護 なし

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 なし

看護小規模多機能型居宅介護 あり 1ｹ所

あり 9ヶ所

介護予防訪問入浴介護 あり 10ヶ所

介護予防訪問看護 あり 3ヶ所

介護予防訪問リハビリテーション なし

介護予防居宅療養管理指導 なし

介護予防通所リハビリテーション なし

介護予防短期入所生活介護 あり 7ヶ所

介護予防短期入所療養介護 なし

介護予防特定施設入居者生活介護 あり

エｲｼﾞﾌﾘｰ・ﾗｲﾌ星が
丘
エｲｼﾞﾌﾘｰ・ﾗｲﾌ香里
園

枚方市印田町９番６０号

寝屋川香里西之町２２番７号

介護予防福祉用具貸与 あり 6ヶ所

特定介護予防福祉用具販売 あり 6ヶ所

介護予防認知症対応型通所介護 なし

介護予防小規模多機能型居宅介護 あり 19ヶ所

介護予防認知症対応型共同生活介護 なし

なし

介護老人福祉施設 なし

介護老人保健施設 なし

介護療養型医療施設 なし

介護医療院 なし

＜居宅介護予防サービス＞

＜地域密着型介護予防サービス＞

介護予防支援

＜介護保険施設＞

居宅介護支援

介護保険サービスの種類

（別添１）事業主体が大阪府で実施する他の介護サービス

＜居宅サービス＞

＜地域密着型サービス＞



料金※（税抜）

食事介助 月額費に含む

排せつ介助・おむつ交換 月額費に含む

おむつ代 施設指定品：施設負担

入浴（一般浴） 介助・清拭 一般浴週3回、清拭適宜 月額費に含む

特浴介助
座位浴週3回、臥位浴週2回
月額費に含む

身辺介助（移動・着替え等） 月額費に含む

機能訓練 月額費に含む

通院介助 協力医療機関への通院介助は月額費に含む

居室清掃 月額費に含む

リネン交換
週1回＋必要に応じて適宜実施：
月額費に含む

日常の洗濯 随時実施：月額費に含む

居室配膳・下膳 月額費に含む

入居者の嗜好に応じた特別な食事
食べられないものは別のものを提供：月額
費に含む

おやつ 月額費に含む

理美容師による理美容サービス
月１回の散髪（カット・シャンプー）は施
設負担

買い物代行 半径 1.5km内で月2回まで月額費に含む

役所手続代行 ホーム所在地市町村のみ施設で支援

金銭・貯金管理 原則いたしません

定期健康診断
年2回（医師の指導により受診して頂きま
す）：施設負担

健康相談 月額費に含む：都度

生活指導・栄養指導 月額費に含む

服薬支援 月額費に含む

生活リズムの記録（排便・睡眠等） 月額費に含む

移送サービス

入退院時の同行 

入院中の洗濯物交換・買い物 月額費に含む

入院中の見舞い訪問 月額費に含む

（別添２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表

個別の利用料で実施するサービス
備　　　　考

介
護
サ
ー
ビ
ス

あり

あり

あり 施設指定品以外は実費 　※入院時病院指定品がある場合は実費

あり 左記回数を超えて要望があった場合　⇒　清拭等にて対応

あり

あり

あり ＳＴ、個別マッサージ依頼は委託業者紹介

あり 協力医療機関以外への通院介助は有料サービス

あり

生
活
サ
ー
ビ
ス

あり

あり

あり ドライクリーニングが必要な場合は実費

あり

あり 外食、出前、特別食は実費

あり

あり 左記以外のパーマ等は実費（外部委託業者が施設にて実施）

なし

左記以外は実費

あり

あり

あり

入
退
院
の
サ
ー
ビ
ス

あり

あり

あり

健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス

あり

あり

あり

協力医療機関への移送・同行は月額費に
含む

協力医療機関以外の移送・同行は有料サービス

あり

※１利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割、２割又は３割の利用者負担）。ケアプランに定められた回数を超える分は介護保険外サービス。
※２「あり」を選択したときは、各種サービスの費用が、月額のサービス費用に含まれる場合と、サービス利用の都度払いによる場合に応じて、１回当たりの金額など単位を明確にして入力する。



当施設の地域区分単価 選択→ 3級地 10.68円

単位数 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額

183 1,954 196 58,633 5,864

313 3,342 335 100,285 10,029

542 5,788 579 173,656 17,366

609 6,504 651 195,123 19,513

679 7,251 726 217,551 21,756

744 7,945 795 238,377 23,838

813 8,682 869 260,485 26,049

算定の有無等 単位数 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額

あり 12 128 13 3,844 385

あり 20 - - 213 22

（Ⅰ） 18 192 20 5,767 577

（Ⅰ） 100 - - 1,068 107

572 6,108 611 - -

644 6,877 688 - -

1,180 12,602 1,261 - -

1,780 19,010 1,901 - -

なし

（Ⅰ） 22 234 24 7,048 705

介護職員処遇改善加算 （Ⅱ）

（Ⅰ） 36 384 39 11,534 1,154

なし

生活機能向上連携加算 なし

なし

なし

退院・退所時連携加算 あり 30 320 32 9,612 962

あり 250 2,670 267 - - 1回につき

なし

あり 40 427 43 12,816 1,282

なし

なし

（別添３）介護保険自己負担額（自動計算）

利用者負担額は、１割を表示しています。但し、法令で定める額以上の所得のある方は、２割又は３割負担とな
ります。

基本費用 1日あたり（円） 30日あたり（円） 備考

要介護度

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

1日あたり（円） 30日あたり（円）

加算費用 算定回数等

個別機能訓練加算（Ⅰ）

個別機能訓練加算（Ⅱ） 1月につき

夜間看護体制加算

協力医療機関連携加算 1月につき

看取り介護加算 （Ⅱ）

死亡日以前31日以
上45日以下（最大
死亡日以前4日以上
30日以下（最大27
死亡日以前2日又は
3日（最大2日間）

死亡日

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

（（介護予防）特定施設入居者生活介護＋加算単位数（特定処遇改善加算を除く））×12.2%

入居継続支援加算

身体拘束廃止未実施減算

1月につき

若年性認知症入居者受入加算

口腔・栄養スクリーニング加算 1回につき

退去時情報連携加算

ＡＤＬ維持等加算 1月につき

科学的介護推進体制加算 1月につき

高齢者施設等感染対策向上加算
（Ⅰ）

1月につき

高齢者施設等感染対策向上加算
（Ⅱ）

1月につき



あり 240 2,563 257 - -

なし

新興感染症等施設療養費
1日につき（1月1回連続
する5日間を限度）

生産性向上推進体制加算 1月につき



要支援１ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

79,687円 208,743円 232,829円 257,993円 281,360円 306,165円

（1割の場合） 7,969円 20,874円 23,283円 25,799円 28,136円 30,616円

（2割の場合） 15,937円 41,749円 46,566円 51,599円 56,272円 61,233円

（3割の場合） 23,906円 62,623円 69,849円 77,398円 84,408円 91,849円

自己負担

12,642円

25,284円

37,926円

・本表は、個別機能訓練加算（Ⅰ）及びサービス提供体制強化加算（Ⅰ）を算定の場合の例です。
介護職員等処遇改善加算の加算額の自己負担分については別途必要となります。

※生活機能向上連携加算
個別機能訓練加算を算定している場合、（Ⅰ）は算定できず、(Ⅱ)を算定する場合は100単位を算定する。

・1ヶ月は30日で計算しています。

②要支援･要介護別介護報酬と自己負担

介護報酬
要支援２

126,420円

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月 107円 11円 21円 32円

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100単位/月 1,068円 107円 214円 320円

新興感染症等施設療養費
（月1回連続5日を限度）

240単位/日 2,563円 256円

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5単位/月 53円 5円 11円 16円

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月 107円 11円 21円 32円

科学的介護推進体制加算 40単位/月 427円 43円 85円 128円

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 60単位/月 641円 64円 128円 192円

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 30単位/月 320円 32円 64円 96円

退居時情報提供加算 250単位/回 2,670円 267円

退院・退所時連携加算 30単位/日 9,612円 961円 1,922円 2,884円

口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回 214円 21円 43円 64円

若年性認知症入居者受入加算 120単位/日 38,448円 3,845円 7,690円 11,534円

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位/月 2,136円 214円 427円 641円

1,410円 2,115円

身体拘束廃止未実施減算 　　　　なし

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位/月 1,068円 107円 214円 320円

入居継続支援加算（Ⅱ） 22単位/日 7,049円 705円

（別添４）　介護保険自己負担額

①　介護報酬額の自己負担基準表（介護保険報酬額の１割、２割又は３割を負担していただきます。）

単位 介護報酬額／月
自己負担分／月

（１割負担の場合）
自己負担分／月

（２割負担の場合）
自己負担分／月

（３割負担の場合）

要支援1 183単位/日 58,633円 5,863円 11,727円 17,590円

要支援2 313単位/日 100,285円 10,029円 20,057円 30,086円

要介護1 542単位/日 173,657円 17,366円 34,731円 52,097円

要介護2 609単位/日 195,124円 19,512円 39,025円 58,537円

要介護3 679単位/日 217,552円 21,755円 43,510円 65,265円

要介護4 744単位/日 238,378円 23,838円 47,676円 71,513円

要介護5 813単位/日 260,485円 26,049円 52,097円 78,146円

個別機能訓練加算（Ⅰ） 12単位/日 3,845円 384円 769円 1,153円

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位/日 214円 21円 43円 64円

夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位/日 5,767円 577円 1,153円 1,730円

夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位/日 2,884円 288円 577円 865円

協力医療機関連携加算(Ⅰ) 100単位/日 1,068円 107円 214円 320円

協力医療機関連携加算(Ⅱ) 40単位/日 427円 43円 85円 128円

看取り介護加算（Ⅰ）
（死亡日以前31日以上45日以下）

72単位/日 769円 77円 154円 231円

看取り介護加算（Ⅰ）
（死亡日以前4日以上30日以下）

144単位/日 1,538円 154円 308円 461円

看取り介護加算（Ⅰ）
（死亡日以前2日又は3日）

680単位/日 7,262円 726円 1,452円 2,179円

看取り介護加算（Ⅰ）
（死亡日）

1,280単位/日 13,670円 1,367円 2,734円 4,101円

看取り介護加算（Ⅰ）
（看取り介護一人当り）

644単位/日 6,878円 688円 1,376円

円

看取り介護加算（Ⅱ）
（死亡日以前31日以上45日以下）

572単位/日 6,109円 611円 1,222円 1,833円

円 円 円

3,781円

2,063円

看取り介護加算（Ⅱ）
（死亡日）

1,780単位/日 19,010円 1,901円 3,802円 5,703円

看取り介護加算（Ⅱ）
（死亡日以前4日以上30日以下）

看取り介護加算（Ⅱ）
（死亡日以前2日又は3日）

1,180単位/日 12,602円 1,260円 2,520円

看取り介護加算（Ⅱ）
（看取り介護一人当り）

円 円 円 円

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3単位/日 961円 96円 192円 288円

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4単位/日 1,282円 128円 256円 384円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日 7,049円 705円 1,410円 2,115円

577円

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18単位/日 5,767円 577円 1,153円 1,730円

36単位/日 11,534円 1,153円 2,307円

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6単位/日 1,922円 192円 384円

3,460円

介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）～（Ⅳ）

（Ⅴ）（１）～（14）

（Ⅱ）

入居継続支援加算（Ⅰ）



エイジフリー・ライフなみはや
（別添５）前払い金の設定根拠について

算定にあたって、想定居住期間については当社グループ運営施設の全入居者の在
居期間(年齢別)実績、公的データとして（公）全国有料老人ホーム協会が運営する
入居者基金制度における要介護者データ等を使用しておおむね５０％の方が在居継
続(５０％の方が退去)される期間を基本に、年齢範囲別に下記のとおり
設定しています。

◆平均想定居住期間

７０歳～７４歳 ７年

７５歳～７９歳 ６年
８０歳～８４歳 ５年
８５歳～８９歳 ４年
９０歳以上 ３年

また、想定居住期間を超えて契約が継続される場合の前払金についても上記と

◆想定居住期間を超える費用の前払金総額に対する割合 ２５％
（85歳以上は３０％）

その結果、最終的に以下の設定をしております。

◆前払金の内訳
非返還部分 総額の２５％（85歳以上３０％）

※ただし、入居日の翌日から起算して３ケ月以内で退去された場合は全額返金する
返還対象額 総額の７５％（85歳以上７０％）

※想定居住期間内に契約が終了した場合、契約終了日から想定居住期間満了日
までの分を返金します。

尚、前払金には対価性のない権利金等は含まれておりません。

当ホームの前払金はご入居者の想定居住期間を年齢別に勘案して償却期間を定め、

家賃相当、共通管理サービス費、介護費用（介護保険対象外サービス費）を前払い分

としてお預かりし償却するものです。

算定基礎は下記のとおりです。

前払金＝想定居住期間の前払金＋想定居住期間を超えて契約が継続する場合に

備えて受領する前払金
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(別添６)  有料サービス料金（消費税込み）

No 項目 内容 単価

理美容料金（委託業者） シャンプー 1,100円

＊月１回のシャンプー・カットは カット 2,200円

施設負担です。 毛染め 5,500円

マニキュア 4,400円

パーマ 5,500円

部分パーマ 3,630円

セット 1,100円

顔剃り（マッサージなし） 1,100円

顔剃り（マッサージ付） 2,200円

送迎サービス料金 ①    送迎基本料（１回あたり） 3,300円

（①＋②＋③＋④＋⑤） ②    時間加算料（30分あたり、
往復時間に適用）

  1,100円

③    スタッフ同乗料
（必要な方のみ）

④    高速道路料金（往復路双
方に適用）

実費

⑤    駐車料金 実費

ゲストルーム利用料 大人１泊１人あたり 7,700円

＊朝食付き
子供１人（小学生以下）あ
たり

2,200円

＊その他お食事代は別途
大人２人ご宿泊の場合２
人あたり

15,400円

介護居室宿泊

＊お食事代は別途

＊洗面用具・パジャマ等はご持参
   ください。

ご来訪者お食事代 朝食 550円

＊イベント食の場合は別途定めます。 昼食 800円

＊申し込み締め切り時間 夕食 990円

前日の午後5時 おやつ 300円

特別食 うな重御膳 1,760円

＊5日前までにご予約が必要です。 天ぷら御膳 1,760円

ステーキ御膳 2,090円

5

6

1

2   5,500円

3

4
エクストラベッド・シーツ使用
料１回あたり

   1,100円
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